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マイナンバーは、住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分

野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するた

めに活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社

会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく３つあげられます。 

 

公平・公正な社会の実現 
１つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給

付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになり

ます。 

国民の利便性の向上 
２つめは、添付書類の削減など行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が

持っている自分の情報を確認したり、様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。 

行政の効率化 
３つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労

力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるように

なります。 

平成２７年１０月からマイナンバーが通知されます 
平成２７年１０月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に１２桁のマイナンバー（個人番号）が

通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。 

通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通

知カード」が簡易書留で郵送される予定です。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏え

いして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは

ぜひ大切にしてください。 

 

次回会報では個人番号カードの申請の仕方についてご案内します 
個人番号カードとは、マイナンバーが記載された顔写真入りのＩＣカードです 
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マイナンバー制度スタートに伴うお願い 
平成 28年 1月よりマイナンバー制度がスタートすることになりました。 

マイナンバーとは、住民票を有するすべての国民に１人１つずつ付与され、社会保障・税・災

害対策といった分野で活用される番号のことです。この番号が平成 27年 10月以降にみなさん

全員に通知されることとなりました。会員の皆様に下記のご協力をお願いいたします。 

 

１．住民票確認 

マイナンバーは、住民票に記載されている住所に市区町村から通知カードの送付を受けるこ

とで通知されます。そこで、まずは住民票の住所をチェックして、現在住んでいるところと住

民票の住所が異なる場合には住民票の移動手続きを行なってください。 

この手続きを行なっていない場合には、マイナンバーの通知カードが間違った住民票の住所

に送られてしまいますので、後になって煩雑な手続きを行なう必要が出てきます。 

【実際の住所と住民票が異なる場合の手続き】 

① 同一市区町村で住所変更する場合の手続き 

   →その市町村に、転居届を提出します。 

② 他の市区町村へ住所変更する場合の手続き 

   →住民票のある従前の住所地の市区町村に転出届を提出したうえで、現在の住

所地の市区町村に転入届を提出することが必要となります。 

 

２．保管 

平成 27年 10月以降に住民票に記載されているみなさんの住所に、各市区町村からマイナン

バーの通知カードが簡易書留で郵送される予定です。この通知カードは、今後、みなさんの市

民生活において非常に重要なものとなりますので、破棄することなく、厳重に保管するように

してください。 

 

３．今後 

マイナンバーは、今後の社会保険の手続きや年末調整・確定申告などで必要になることから、

後日、今回郵送される通知カードの写しを会にお持ちいただく場合があります。その際には改

めてお知らせしますので、ご協力をよろしくお願いします。 

 

平成２８年度税制改正要望運動（都市型税制）の 

会員によるハガキ陳情運動について 
 

青色申告会では、毎年、固定資産税等の軽減措置の継続についての要望運動を行っています。 

今、継続の要望を行わないと、今年度限りの軽減措置となってしまいます。 

私たちの声を東京都議会議員に届けるため、ご地元の都議会議員の方々に「陳情ハガキ」をお出しして、

要望の実現をめざしましょう。あなたの一通のはがきが、大きな力となります。 

会員の皆さま方のご理解とご協力をお願いします。 

■ハガキの出し方■ 

○ お手数ですが、今月号の会報と一緒にお届けいたしました「陳情はがき」を切り取って、宛先と御

住所等をご記入の上 52円切手を添付し、郵便ポストに投函して下さい。 

○ 青色申告会の事務局又はお近くの支部役員にお渡しいただいても結構です。 

事務局が取りまとめて、議員に直接お届けします。（その場合切手は要りません） 
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